
障害児の医療的ケアは、看護師問題が付きものなのだが…

医療的ケアを必要とする子どもたちの教育現場では、訪問看護ステ－ションとの契約で

看護師が派遣される制度があるが、診療報酬の改定の影響か、ステ－ションでも看護師不

足が深刻なようで、先々、派遣が出来なくなるかもと云われてたメル友からの情報。

また、障害児・者の通園・通所事業所でも看護師の安定的な確保が難しくなっていると

いう他のメル友からの情報も。

そんなに診療報酬改定が看護師確保を難しくしているのかなあと思い、この辺の情報に

詳しいかなと思われるメル友に尋ねてみたところ、次のように返信をいただいたので、一

つの情報として紹介します。

【 総合病院が看護師募集を強力にかけていますのは事実ですが、新聞などでそのために

訪問看護師が病院に流れているという報道もありましたが、そうとも言い切れないようで

す。

県内の病院はどこも「募集をかけたが目標数に看護師は達せず」のようです。

訪問看護も今年度、募集をしたのに応募がまったくなかった事業所もあります。ある事

業所は定年になったのに所長さんがスタッフ不足でやめる事が出来ずに、待遇が落ちてい

るのに同様に働くことになったところもあります。

、 、 。ただ 正看護師の免許の取得人数から言えば 看護師は全国的にも足りているそうです

ですので、病院の保育所などがまた再開する方向で動き始めているようです。やはり体力

が要る仕事ですから、結婚されても働き続けられる環境整備が必要なのだと思います。

また、新人ナースの早期離職防止は日本看護協会の緊急対策事項になっています。新人

ナースが複雑な病院勤務でミスしたり、患者や家族の要求に応じられない、忙しすぎると

いうような理由で心理的に仕事を続けたくないと、 年で看護をやめる割合がかなりある1

そうです。他の職に就くようで、看護師不足の大きな要因と捉えられています。

訪問看護もキャリアのあるナースのほうが良いわけですが、夜勤はなくなりますが病院

勤務よりもお給料が下がるので、なかなか人員が増えない課題があります （これは医療。

保険の訪問看護料の課題が絡みます） 】
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